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【 歳　　　入 】
科　　　　目 金額（千円）

１．国 民 健 康 保 険 料 （�38.69%） 3,951,500
２．使 用 料 及 び 手 数 料 （� 0.08%） 7,963
３．国 庫 支 出 金 （�31.39%） 3,206,767
⑴ 事 務 費 負 担 金 17,502
⑵ 療 養 給 付 費 等 補 助 金 2,063,832
⑶ 後期高齢者支援金補助金 736,178
⑷ 病 床 転 換 支 援 金 補 助 金 1
⑸ 介 護 納 付 金 補 助 金 235,133
⑹ 子ども・子育て支援納付金補助金 50,962
⑺ 高額医療費共同事業補助金 95,150
⑻ 特 定 健 康 診 査 等 補 助 金 7,307
⑼ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1
⑽ 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 1
⑾ 子ども・子育て支援事業費補助金 700

４．前 期 高 齢 者 交 付 金 （�2 .17%） 221,663
５．出 産 育 児 交 付 金 （� 0.02%） 2,372
６．都 道 府 県 支 出 金 （� 0.14%） 14,445
７．共 同 事 業 交 付 金 （�2 .03%） 207,347
８．財 産 収 入 （� 0.26%） 26,876
９．繰 入 金 （� 0.98%） 100,003
１０．繰 越 金 （�24.01%） 2,452,143
11．諸 収 入 （� 0.23%） 23,248

歳　　入　　合　　計 10,214,327
【 歳　　　出 】

科　　　　目 金額（千円）
１．組 合 会 費 （� 0.02%） 1,730
２．総 務 費 （� 5.16%） 527,144
３．保 険 給 付 費 （�45.76%） 4,674,277
⑴ 療 養 給 付 費 3,959,347
⑵ 療 養 費 47,385
⑶ 審 査 支 払 手 数 料 31,398
⑷ 高 額 療 養 費 543,526
⑸ 移 送 費 300
⑹ 出 産 育 児 諸 費 42,420
⑺ 葬 祭 費 5,900
⑻ 傷 病 手 当 金 44,000
⑼ 結 核 精 神 医 療 給 付 費 1

４．後 期 高 齢 者 支 援 金 等 （�13.96%） 1,426,376
５．病 床 転 換 支 援 金 等 （� 0.00%） 2
６．前 期 高 齢 者 納 付 金 等 （� 0.03%） 2,602
７．介 護 納 付 金 （� 5.90%） 602,849
８．流 行 初 期 医 療 確 保 拠 出 金 等 （� 0.00%） 2
９．子 ど も・ 子 育 て 支 援 納 付 金 （� 0.00%） 130,662
１０．共 同 事 業 拠 出 金 （�1 .28%） 279,258
１１．保 健 事 業 費 （�2 .73%） 156,601
１2．積 立 金 （�1 .53%） 20,003
13. 諸 支 出 金 （� 0.45%） 45,530
１4．予 備 費 （�22.98%） 2,347,291

歳　　出　　合　　計 10,214,327

公
告

令
和
８
年
度
の
事
業
と
予
算

令和８年度歳入歳出予算
令
和
８
年
度
の
事
業
計
画
や
予
算
案

が
２
月
27
日
の
第
１
１
６
回
通
常
組
合

会
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
８
年
度
歳
入
歳
出
の
概
要
は
左

記
の
と
お
り
で
す
。

◇
保
険
料

本
年
４
月
か
ら
の
保
険
料
は
、
基
礎

分
、
後
期
分
、
介
護
分
共
に
据
置
き
と

な
り
ま
し
た
。

〈
基
礎
分
＋
後
期
分
保
険
料
〉

事
業
主　

月
額　

二
五
、
三
〇
〇
円

従
業
員　

月
額　

一
九
、
一
〇
〇
円

従
業
員　

月
額　

一
三
、
五
〇
〇
円

家　

族　

月
額　
　

六
、
一
〇
〇
円

な
お
、
同
一
世
帯
の
家
族
六
人
目
以

降
は
、
従
来
ど
お
り
賦
課
さ
れ
ま
せ
ん
。

令
和
８
年
度
か
ら
は
新
た
に
「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
金
」
制
度
が
開
始
さ

れ
ま
す
。
当
組
合
に
お
い
て
も
、
18
歳

以
上
の
被
保
険
者
の
皆
様
か
ら
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
金
分
を
上
乗
せ
し
て

徴
収
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

〈
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
分
保
険
料
〉

18
歳
以
上　

月
額　
　
　

五
〇
〇
円

介
護
保
険
の
第
２
号
被
保
険
者
（
40

歳
以
上
～
65
歳
未
満
）
に
該
当
す
る
場

合
は
、
次
の
保
険
料
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

〈
介
護
分
保
険
料
〉

介
護
第
２
号
被
保
険
者

�

月
額　

四
、
三
〇
〇
円

〈
75
歳
以
上
組
合
員
保
険
料
〉

後
期
高
齢
者
組
合
員　

月
額　

五
〇
〇
円

◇
被
保
険
者
数

被
保
険
者
数
は
次
の
と
お
り
で
す
。

事
業
主　
　
　
　
　

四
、
六
二
〇
人

従
業
員
一
種　
　
　

五
、
七
四
〇
人

従
業
員
二
種　
　
　
　
　

六
五
〇
人

家　

族　
　
　
　
　

八
、
一
九
〇
人

合　

計　
　
　
　

一
九
、
二
〇
〇
人

後
期
高
齢
者
組
合
員　
　

一
一
三
人

本
年
度
の
当
組
合
で
は
、保
険
料
、各

補
助
金
、
前
年
度
か
ら
の
繰
越
金
と
積

立
金
の
一
部
を
処
分
し
財
源
を
確
保
す

る
こ
と
を
基
本
に
事
業
計
画
を
立
て
予

算
策
定
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
組
合
員
資
格
の
適
正
化
、
加

入
促
進
等
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

(一)(二)
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マ
イ
ナ
保
険
証
、
資
格
確
認
書
や
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ
等
へ
の
対
応
、
特

定
健
診
・
保
健
指
導
の
充
実
や
法
令
順

守
に
努
め
、
国
や
東
京
都
並
び
に
関
係

諸
団
体
と
の
連
携
を
一
層
強
化
し
、
健

全
か
つ
適
正
な
事
業
運
営
を
行
っ
て
参

り
ま
す
。

本
年
も
、
組
合
員
の
皆
様
に
は
、
ご

理
解
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

医
療
保
険
制
度
と
事
業
運
営
方
針

今
年
度
よ
り
新
た
に
「
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
金
制
度
」
が
創
設
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
制
度
は
、
子
ど
も
・
子
育
て

世
帯
向
け
の
給
付
に
充
て
る
も
の
で
、

国
民
か
ら
の
徴
収
は
医
療
保
険
者
が
行

う
と
定
め
ら
れ
た
制
度
で
す
。
組
合
は

国
の
代
わ
り
に
徴
収
し
、
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

当
組
合
の
状
況
で
あ
り
ま
す
が
、
令

和
３
年
か
ら
３
年
連
続
の
赤
字
で
あ
り

ま
し
た
が
、
令
和
６
年
度
保
険
料
の
改

正
を
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
令
和
６
年

度
は
七
億
円
超
の
黒
字
で
あ
り
ま
し
た
。

本
年
令
和
７
年
度
も
黒
字
を
確
保
で
き

る
見
込
み
で
す
。

し
か
し
、
当
組
合
の
懸
念
事
項
で
あ

る
前
期
高
齢
者
交
付
金
は
令
和
８
年
度
、

前
年
度
比
約
二
億
五
千
万
円
減
の
約
二

億
二
千
万
円
と
、
こ
こ
３
年
間
で
約
六

億
七
千
万
円
減
少
し
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
翌
年
度
０
円
も
し
く
は
、
還
付

に
な
る
の
で
は
と
大
変
な
危
機
感
を

も
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
還
付
に
備
え
る
た
め
黒
字
分
の

確
保
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
の
令
和
８
年
度

予
算
策
定
で
あ
り
ま
す
。

過
去
の
実
績
と
直
近
の
実
額
か
ら
推

計
し
、
厚
生
労
働
省
発
「
国
民
健
康
保

険
組
合
に
お
け
る
令
和
８
年
度
の
予
算

編
成
（
通
知
）」
に
従
い
予
算
策
定
す
る

こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

本
年
度
の
当
国
保
組
合
の
運
営
の
基

本
方
針
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①�

保
険
料
は
、
基
礎
分
、
後
期
分
、
介

護
分
共
に
据
え
置
き
を
基
調
と
し
た

予
算
策
定
と
し
、
新
た
に
子
ど
も
・

子
育
て
分
と
す
る
。
各
区
分
に
お
い

て
収
支
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
運
営
を

図
る
。

②�

会
館
修
繕
積
立
金
の
一
部
を
取
崩
し

繰
入
金
と
し
て
財
源
確
保
す
る
。

③�
医
療
費
の
適
正
化
及
び
保
健
事
業
の

推
進
を
図
る
。

④�

本
部
主
導
の
組
合
員
資
格
等
確
認
を

行
い
、
組
合
員
資
格
、
加
入
区
分
等

適
用
の
適
正
化
を
図
る
。
全
国
を
３

つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
本
年
は
Ｃ
ブ

ロ
ッ
ク
を
実
施
す
る
。

⑤�

保
険
料
滞
納
世
帯
・
組
合
員
資
格
等

確
認
書
類
未
提
出
者
へ
の
対
応
の
厳

格
化
を
図
る
。

⑥�

加
入
促
進
を
推
進
す
る
。
特
に
三
業

種
の
加
入
の
無
い
県
を
行
う
。

⑦�

法
令
遵
守
、
個
人
情
報
の
管
理
等
の

強
化
・
改
善
に
努
め
る
。

⑧�

マ
イ
ナ
保
険
証
の
推
進
、
資
格
確
認

書
（
有
効
期
限
１
年
）、資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
の
発
行
･
管
理
を
図
る
。

⑨�

基
幹
シ
ス
テ
ム
の
変
更
を
早
期
に
行

い
事
務
処
理
体
制
の
合
理
化
を
図
る
。

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
に
つ
い
て

当
国
保
の
現
在
の
マ
イ
ナ
保
険
証
申

請
率
は
、令
和
７
年
11
月
末
時
点
で
70
・

4
％
と
な
り
、
多
く
の
方
に
ご
利
用
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

①�

初
め
て
受
診
す
る
医
療
機
関
で
、
過

去
に
処
方
さ
れ
た
お
薬
や
、
特
定
健

診
の
情
報
を
医
師
と
共
有
し
て
、
問

診
の
負
担
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。

②�

令
和
７
年
10
月
か
ら
マ
イ
ナ
救
急
が

全
国
で
一
斉
開
始
し
ま
し
た
。
救
急

隊
員
が
マ
イ
ナ
保
険
証
の
情
報
を
確

認
す
る
こ
と
で
、
本
人
や
付
き
添
わ

れ
る
ご
家
族
へ
の
問
診
の
負
担
を
減

ら
し
、
正
確
な
情
報
で
適
切
な
処
置

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
提
示
し
、
医
療

情
報
の
閲
覧
に
つ
い
て
口
頭
で
同
意

が
取
れ
た
場
合
の
み
使
用
さ
れ
ま
す
。

③�

高
額
療
養
費
の
限
度
額
を
超
え
る
支

払
い
が
申
請
無
し
で
免
除
さ
れ
る
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
確
定
申
告
時
に

医
療
費
控
除
が
簡
単
に
で
き
る
、
等

の
利
用
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

�　

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い

方
は
、
医
療
機
関
や
薬
局
、
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
、
セ
ブ
ン
銀
行
Ａ
Ｔ
Ｍ
か

ら
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の　

　
　
　
更
新
時
期
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
有
効
期
限

は
、発
行
日
か
ら
10
回
目
の
誕
生
日（
18

歳
未
満
は
５
回
目
）
ま
で
、
電
子
証
明

書
の
有
効
期
限
は
、
年
齢
問
わ
ず
発
行

日
か
ら
５
回
目
の
誕
生
日
ま
で
に
設
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
お
住
い
の
市
区
町
村

か
ら
期
限
が
切
れ
る
２
、
３
ヵ
月
前
に

な
る
と
、
期
限
通
知
書
が
届
き
ま
す
の

で
、
更
新
を
お
願
い
し
ま
す
。

令
和
８
年
度
の
「
資
格
確
認
書
」

の
更
新
は
、
８
月
に
行
い
ま
す

例
年
、
被
保
険
者
証
の
更
新
は
４
月

に
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
資
格
確
認

書
」
に
変
更
の
際
、
有
効
期
限
が
１
年

４
ヵ
月
の
証
を
交
付
し
て
い
る
た
め
、

令
和
８
年
度
か
ら
は
高
齢
受
給
者
証
と

同
じ
８
月
に
行
い
ま
す
。

「
資
格
確
認
書
」
を
お
持
ち
の
方
は
、

現
在
お
持
ち
の「
資
格
確
認
書
」の
有
効

期
限
が
、
令
和
８
年
７
月
31
日
ま
で
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
８
月
の
更
新
で
、令

和
８
年
８
月
１
日
か
ら
有
効
の
「
資
格

確
認
書
」
を
交
付
し
ま
す
。
ま
た
、マ
イ

ナ
保
険
証
を
ご
利
用
の
方
は
「
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
」
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
は
、有
効
期

限
が
無
い
た
め
、
更
新
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
70
歳
以
上
の
組
合
員
は
毎
年
負
担
割

合
の
判
定
を
行
っ
て
お
り
、
有
効
期
限

を
設
定
し
て
い
る
た
め
、
８
月
に
更
新

を
行
い
ま
す
。

令
和
７
年
の
４
月
の
更
新
時
に
、「
資
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格
確
認
書
」
の
交
付
を
受
け
、
そ
れ
以

降
に
マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
を
さ
れ
た

方
は
、「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を
８

月
の
更
新
時
に
交
付
し
ま
す
。
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
無
い
方
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
、
保

険
証
利
用
の
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

外
国
人
の
在
留
資
格
更
新

外
国
人
の
被
保
険
者
の
方
に
は
、
在

留
期
間
が
切
れ
る
前
に
、
更
新
が
確
認

で
き
る
書
類
の
提
出
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
す
。

更
新
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、
当
国

保
の
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
必
ず
確
認
書
類
の
ご
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

確
認
書
類
と
し
て
世
帯
全
員
と
、
続

柄
を
省
略
し
な
い
住
民
票
を
お
願
い
し

て
お
り
ま
す
。
在
留
期
間
が
更
新
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
の
上
ご
提
出
く
だ

さ
い
。

診
療
報
酬
改
定
の
お
知
ら
せ

本
年
は
医
療
機
関
を
受
診
し
た
際
の

費
用
の
基
と
な
る
診
療
報
酬
が
改
定
さ

れ
ま
す
。
薬
価
等
が
４
月
か
ら
改
定
さ

れ
、
診
療
報
酬
本
体
は
６
月
よ
り
改
定

さ
れ
る
予
定
で
す
。

改
定
率
は
、
診
療
報
酬
本
体
は
８
・

９
年
度
２
ヵ
年
平
均
で
３
・
09
％
（
令

和
８
年
度
２
・
41
％
、
令
和
９
年
度
３
・

77
％
の
２
段
階
）
の
引
上
げ
、
薬
価
等

改
定
０
・
87
％
の
引
下
げ
と
な
り
、
全

体
で
は
２
・
22
％
に
引
上
げ
ら
れ
る
こ

と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
促
進

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す　
　
　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
利
用
差
額
通

知
を
令
和
８
年
度
も
年
３
回
（
令
和
８

年
７
月
・
11
月
・
令
和
９
年
２
月
）
対

象
者
に
送
付
し
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
に
変
え
た
場
合
、
い
く
ら
安
く

な
る
か
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
促
進

に
一
層
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

長
期
に
柔
整
師
に
お
掛
り
の
方
に

医
師
へ
の
相
談
を
お
勧
め
し
ま
す

令
和
８
年
度
も
９
月
頃
に
長
期
に
わ

た
り
柔
道
整
復
師
へ
受
診
さ
れ
て
い
る

方
を
対
象
に
、
医
療
機
関
へ
の
受
診
を

勧
奨
す
る
通
知
と
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
の

送
付
を
実
施
し
ま
す
。
長
期
に
わ
た
っ

て
整
骨
院
・
接
骨
院
で
施
術
を
受
け
て

も
症
状
が
軽
快
し
な
い
と
き
は
、
痛
み

の
原
因
が
内
科
的
要
因
に
よ
る
関
連
痛

で
あ
る
な
ど
、
他
の
病
気
の
可
能
性
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
重
症
化
予
防
の
一
環

に
も
な
る
た
め
、
一
度
医
療
機
関
に
相

談
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
活
用

リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
と
は
、
症
状
が
安

定
し
て
い
る
人
に
対
し
て
、
医
師
が
認

め
た
期
間
・
回
数
に
限
り
、
再
診
を
受

け
ず
に
同
じ
処
方
薬
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
処
方
箋
の
こ
と
で
す
。
再
診

を
受
け
ず
に
薬
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
、
通
院
に
よ
る
時
間
や
費
用

の
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
医
療
費
削
減
の

効
果
も
期
待
で
き
ま
す
。
リ
フ
ィ
ル
処

方
箋
の
対
象
に
な
ら
な
い
医
薬
品
も
あ

り
ま
す
。
医
療
機
関
で
処
方
箋
を
毎
回

も
ら
わ
ず
、
同
じ
処
方
箋
を
薬
局
で
最

大
３
回
ま
で
繰
り
返
し
使
用
を
で
き
る

仕
組
み
で
す
。
一
度
医
師
や
か
か
り
つ

け
薬
局
に
相
談
し
て
み
て
は
如
何
で

し
ょ
う
か
。

高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し

国
は
高
齢
化
の
進
展
や
医
療
の
高
度

化
、
高
額
医
薬
品
の
開
発
な
ど
が
今
後

見
込
ま
れ
る
中
で
、
高
額
療
養
費
制
度

を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
令
和
８
年

８
月
よ
り
、
高
額
療
養
費
制
度
の
見
直

し
を
行
う
予
定
で
す
。

医
療
費
通
知
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

令
和
８
年
２
月
に
医
療
費
通
知
を
送

付
し
ま
し
た
。
医
療
費
通
知
は
加
入
者

に
対
し
て
医
療
費
の
適
正
化
を
目
的
に

行
っ
て
お
り
ま
す
。
発
行
時
点
で
資
格

が
あ
る
方
に
の
み
送
付
し
て
お
り
ま
す
。

紛
失
し
た
場
合
の
再
発
行
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
の
手
続
き
等
に
は
、よ
り

便
利
な
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
」
で
の
デ
ー

タ
取
得
も
併
せ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

松
山
先
生
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

松
山
先
生
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

��
ア
ド
バ
イ
ス
コ
ー
ナ
ー

ア
ド
バ
イ
ス
コ
ー
ナ
ー

令
和
８
年
度
税
制
改
正

令
和
八
年
度
税
制
改
正
で
、
物
価
上

昇
へ
の
対
応
と
し
て
基
礎
控
除
等
の
さ

ら
な
る
引
上
げ
や
中
小
規
模
事
業
者
へ

の
税
負
担
を
軽
減
す
る
配
慮
等
が
行
わ

れ
ま
す
。
個
人
事
業
主
の
納
税
に
関
係

す
る
主
な
も
の
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

①�

基
礎
控
除
の
さ
ら
な
る
引
上
げ

令
和
七
年
度
改
正
で
四
八
万
円
か
ら

五
八
万
円
に
引
上
げ
ら
れ
た
基
礎
控

除
が
、
令
和
八
年
分
か
ら
さ
ら
に
四

万
円
引
上
げ
ら
れ
六
二
万
円
と
な
り

ま
す
。

②�

扶
養
親
族
等
の
所
得
要
件
の
引
上
げ

同
一
生
計
配
偶
者
・
扶
養
親
族
の
合
計

所
得
金
額
要
件
が
五
八
万
円
以
下
か

ら
六
二
万
円
以
下
に
な
り
、
扶
養
控

除
等
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

③
青
色
申
告
特
別
控
除
の
拡
充

電
子
申
告
等
を
促
進
す
る
た
め
、
青

色
申
告
特
別
控
除
が
六
五
万
円
か
ら

七
五
万
円
に
引
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ

の
控
除
を
受
け
る
に
は
、
電
子
帳
簿

保
存
法
に
基
づ
く
い
く
つ
か
の
要
件

を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④�

少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例
金
額
の

引
上
げ

青
色
申
告
を
す
る
個
人
事
業
主
が
、

固
定
資
産
を
即
時
経
費
に
で
き
る

「
少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例
」
の

上
限
が
、
三
十
万
円
未
満
か
ら
四
十

万
円
未
満
に
引
上
げ
ら
れ
ま
す
。
固

定
資
産
と
な
る
金
額
（
＝
経
費
に
な

ら
な
い
）
は
、
本
来
二
十
万
円
以
上

で
す
が
、
そ
の
金
額
が
二
倍
に
な
り

ま
す
。

令
和
８
年
は
多
く
の
税
制
改
正
が
行

わ
れ
ま
す
。
確
定
申
告
の
際
は
変
更
点

に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
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健
康
世
帯
の
表
彰

一
年
間
ま
っ
た
く
お
医
者
さ
ん
に
か

か
ら
な
か
っ
た
世
帯
に
、
記
念
品
を
贈

り
表
彰
し
て
い
ま
す
。

令
和
７
年
度
（
令
和
６
年
10
月
～
令

和
７
年
９
月
）
の
対
象
者
は
一
、
〇
〇

七
世
帯
で
す
。

今
年
の
記
念
品
は
、
口
腔
洗
浄
器
付

き
歯
み
が
き
セ
ッ
ト
で
す
。
３
月
上
旬

に
各
事
業
所
宛
に
お
届
け
し
ま
す
。

健
康
は
日
々
の
努
力
の
賜
物
で
す
。

皆
様
の
健
康
管
理
に
敬
服
い
た
し
ま
す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
助
成

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
を
受

け
ら
れ
た
方
に
補
助
金
の
助
成
を
行
っ

て
い
ま
す
。
ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
世

帯
の
方
は
お
早
目
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

◆
対
象
期
間

令
和
７
年
10
月
～
令
和
８
年
3
月
末

（
申
請
は
令
和
8
年
4
月
末
日
ま
で
）

◆
補
助
金
額

一
名
に
つ
き
二
、
〇
〇
〇
円
を
限
度

と
し
期
間
内
一
回
限
り
。

帯
状
疱
疹
予
防
接
種
の
助
成

帯
状
疱
疹
予
防
接
種
を
受
け
ら
れ
た

方
に
補
助
金
の
助
成
を
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
ワ
ク
チ
ン

A
生
水
痘
ワ
ク
チ
ン
　
ビ
ケ
ン

B
不
活
化
ワ
ク
チ
ン　

シ
ン
グ
リ
ッ

ク
ス

●
対
象
者

接
種
日
に
満
50
歳
以
上
の
方

●
補
助
金
額

接
種
1
回
に
つ
き
上
限
二
、
五
〇
〇

円
、
２
回
ま
で
補
助
し
ま
す
。

●
申
請
方
法

申
請
書
に
【
領
収
書
（
写
し
）】
を
添

え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細
に
つ
い
て
は
所
属
す
る
支
部
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

編

集

後

記

今
年
の
冬
は
、
日
本
海
側
は
記
録
的

豪
雪
で
、
太
平
洋
側
は
極
端
な
雨
不
足

と
極
端
に
分
か
れ
た
冬
で
し
た
ね
。

も
う
一
つ
極
端
だ
っ
た
の
が
、
２
月

８
日
の
衆
議
院
選
挙
！

一人親方さん 個人事業主さん

をご紹介下さい

★当国保組合は

左官・タイル煉瓦・塗装業を営む一人親方・個人事業主と従業員、家族が加入できる国保組合です。

★各種給付金のご案内

・傷病手当金→病気やケガで入院したとき 入院 1 日目からお支払い！（1 日 4,000 円）

・出産育児一時金→こどもが生まれたとき 53 万円！（公営国保は 50 万円）

・生活習慣病予防健診の補助（最高 1 万 5 千円）・歯科予防健診の補助 ・健康家庭の表彰 など

★保険料は一律

（基礎＋後期分）

事業主 25,300 円

従業員 1 種 19,100 円

従業員 2 種 13,500 円

家族 6,100 円

（介護分）一人当り 4,300 円

（子ども・子育て分）一人当り 500 円

★将来個人事業所から法人事業所にする場合は、健康保険

適用除外承認を受けることにより、厚生年金に加入しながら

国保組合にそのまま加入することできます。

詳しくは国保組合ホームページをご覧ください！

http ://www.ss ttkokuho.or. jp
お問合せ等はお近くの支部までお気軽に！

今お支払いの保険料と

比べてみてください！

令和８年４月から
｢子ども・子育て支援金｣ 制度が始まります！

１．制度の趣旨
子ども・子育て支援金制度は、子育てを社会全体で支え
るための制度です。全ての世代や企業の皆さまから子ども・
子育て支援金（500円）をいただき、それを財源に子育て支
援への支援を行って、少子化に歯止めをかけ、日本の未来
を支えていく制度になります。

２．保険料の徴収
国に変わって被保険者の皆さまから支援金を集め国に納
めるため、子ども・子育て支援納付金分保険料として徴収
をおこないます。

３．保険料の徴収開始時期および賦課額
徴収開始月：令和８年４月より
対　　　象：18歳以上の被保険者
※令和８年度は平成20年4月1日以前に生まれた被保険者
当組合の保険料賦課額：月額　一人当り500円

４．今後について
国は、令和８年度18歳以上の国民から6，000億円徴収する
としています。令和９年度は8，000億円、令和10年度は1兆
円と増えていきますので、毎年子ども・子育て支援納付金
分保険料は値上げとなります。皆さまのご理解・ご協力を
お願いします。

※詳しくは別添のリーフレットをご覧ください。


